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地域　１

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師によ
りサービス提
供が行われる
場合

通所サービス
利用時の調整
（1日につき）

特別地域定
期巡回・随時
対応型訪問
介護看護加
算

中山間地域
等における小
規模事業所
加算

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

緊急時訪問
看護加算

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

要介護１ （ ６，６７０ 単位） －１４５単位

要介護２ （ １１，１２０ 単位） －２４２単位

要介護３ （ １７，８００ 単位） －３８６単位

要介護４ （ ２２，２５０ 単位） －４８３単位

要介護５ （ ２６，７００ 単位） －５８０単位

要介護１ （ ９，２７０ 単位） －２０１単位

要介護２ （ １３，９２０ 単位） －３０２単位

要介護３ （ ２０，７２０ 単位） －４５０単位

要介護４ （ ２５，３１０ 単位） －５５０単位

要介護５ （ ３０，４５０ 単位） －６６１単位

要介護１ （ ６，６７０ 単位） －１４５単位

要介護２ （ １１，１２０ 単位） －２４２単位

要介護３ （ １７，８００ 単位） －３８６単位

要介護４ （ ２２，２５０ 単位） －４８３単位

要介護５ （ ２６，７００ 単位） －５８０単位

ハ　初期加算                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（１日につき　　＋３０
単位）

ニ　退院時共同指導加算
　　一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ算定可
能
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                　 　　（１回につき　＋６００
単位）

ホ　サービス提供　体制強化加算

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　                                   　　 （１月につき　＋３５０単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　                                   　　　　 （１月につき　＋３５０単位）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　                                   　　 （１月につき　＋５００単位）

×９８／１００

死亡日及び
死亡日前

14日以内に
2日以上ター
ミナルケアを
行った場合
＋２，０００単

位

＋１０／１００ ＋５／１００
１月につき

＋２９０単位

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋500単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋250単位

＋１５／１００

基本部分

イ　定期巡回・随時
　対応型訪問介護
　看護費（Ⅰ）
　　(1月につき）

（１）訪問看護サービスを行わない場合

（２）訪問看護サービスを行う場合

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）
　　(1月につき）

　：　特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、
　　　介護職員処遇改善加算については、支給限度額管理の対象外の算定項目

ヘ　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×８０／１００）

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

 

 [脚注] 

   １．単位数算定記号の説明 

     ＋○○単位    ⇒   所定単位数 ＋ ○○単位 

     －○○単位    ⇒   所定単位数 － ○○単位 

     ×○○／１００  ⇒   所定単位数 × ○○／１００ 

     ＋○○／１００  ⇒   所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００ 



地域　２

２　夜間対応型訪問介護費

注 注
事業所と同一
の建物に居住
する利用者３０
人以上にサー
ビスを行う場
合

24時間通報対
応加算

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本夜間対応型訪問介護費
　　　　　　　　　（１月につき　１,０００単位）

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

定期巡回サービス費
　　　　　　　　　　(１回につき　３８１単位) １月につき

６１０単位

随時訪問サービス費(Ⅱ)
　　　　　　　　　　（１回につき　７８０単位）

随時訪問サービス費(Ⅰ)
　　　　　　　　　　（１回につき　５８０単位）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×８０／１００）

×９０／１００

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合
計

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）　　 　　　　　　　（１月につき　２,７６０単位）

ハ　サービス提供体制強化加算
（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　８４単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

ニ　介護職員処遇改善加算



地域　３

３　認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

要介護１ （ 589 単位）

要介護２ （ 648 単位）

要介護３ （ 708 単位）

要介護４ （ 768 単位）

要介護５ （ 827 単位）

要介護１ （ 904 単位）

要介護２ （ 1,001 単位）

要介護３ （ 1,097 単位）

要介護４ （ 1,194 単位）

要介護５ （ 1,291 単位）

要介護１ （ 1,030 単位）

要介護２ （ 1,141 単位）

要介護３ （ 1,253 単位）

要介護４ （ 1,365 単位）

要介護５ （ 1,477 単位）

要介護１ （ 533 単位）

要介護２ （ 586 単位）

要介護３ （ 639 単位）

要介護４ （ 693 単位）

要介護５ （ 746 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 899 単位）

要介護３ （ 986 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,159 単位）

要介護１ （ 924 単位）

要介護２ （ 1,024 単位）

要介護３ （ 1,124 単位）

要介護４ （ 1,224 単位）

要介護５ （ 1,324 単位）

要介護１ （ 268 単位）

要介護２ （ 278 単位）

要介護３ （ 287 単位）

要介護４ （ 297 単位）

要介護５ （ 307 単位）

要介護１ （ 436 単位）

要介護２ （ 451 単位）

要介護３ （ 467 単位）

要介護４ （ 483 単位）

要介護５ （ 499 単位）

要介護１ （ 503 単位）

要介護２ （ 521 単位）

要介護３ （ 539 単位）

要介護４ （ 557 単位）

要介護５ （ 575 単位）

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

×６３/１００

×６３/１００

×６３/１００

１日につき
　＋５０単

位

イ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅰ）

（三）
７時間以上
９時間未満

（１）　３時間以上５時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

栄養改善加
算

２時間以上３
時間未満の
認知症対応
型通所介護
を行う場合

若年性認知
症利用者受
入加算

事業所と同一
建物に居住
する者又は同
一建物から利
用する者に認
知症対応型
通所介護を
行う場合

１日につき
－94単位

口腔機能向
上加算

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

７時間以上９時
間未満の認知症
対応型通所介
護の前後に日常
生活上の世話を
行う場合

入浴介助を
行った場合

個別機能訓
練加算

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１日につき
＋２７単位

１日につき
＋６０単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

基本部分

注

（一）
３時間以上
５時間未満

（一）
３時間以上
５時間未満

（三）
７時間以上
９時間未満

（二）
５時間以上
７時間未満

（３）　７時間以上９時間未満

ロ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅱ）

（１）　認知症対応型
　　通所介護費（ⅰ）

（二）
５時間以上
７時間未満

ハ　サービス提供体制強化加算

（２）　認知症対応型
　　通所介護費（ⅱ）

×７０/１００ ×７０/１００

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２９／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２９／１０００×８０／１００）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計



地域　４

４　小規模多機能型居宅介護費

注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合 又

は

要介護１ （ １１，４３０ 単位）

要介護２ （ １６，３２５ 単位）

要介護３ （ ２３，２８６ 単位）

要介護４ （ ２５，５９７ 単位）

要介護５ （ ２８，１２０ 単位）

ハ　認知症加算

　：　事業所開始時支援加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　認知症対応型共同生活介護費

注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加
算(Ⅰ)

夜間ケア加算
(Ⅱ)

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

要介護１ （ ８０２ 単位）

要介護２ （ ８４０ 単位）

要介護３ （ ８６５ 単位）

要介護４ （ ８８２ 単位）

要介護５ （ ９００ 単位）

要介護１ （ ７８９ 単位）

要介護２ （ ８２７ 単位）

要介護３ （ ８５２ 単位）

要介護４ （ ８６９ 単位）

要介護５ （ ８８６ 単位）

要介護１ （ ８３２ 単位）

要介護２ （ ８７０ 単位）

要介護３ （ ８９５ 単位）

要介護４ （ ９１２ 単位）

要介護５ （ ９３０ 単位）

要介護１ （ ８１９ 単位）

要介護２ （ ８５７ 単位）

要介護３ （ ８８２ 単位）

要介護４ （ ８９９ 単位）

要介護５ （ ９１６ 単位）

注　看取り介護加算
（イを算定する場合のみ算定）

ヘ　認知症専門ケア加算

ト　サービス提供体制強化加算

※　短期利用認知症共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

イ　小規模多機能型居宅介護費(1月につき）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　医療連携体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３９単位を加算）

ヘ　サービス提供体制強化加算

（2）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

基本部分

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　1,280単位を加算）

基本部分

（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　７００単位を加算）

（1）　看護職員配置加算（Ⅰ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　９００単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

注

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

ニ　看護職員配置加算

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　                    （１月につき　８００単位を加算）

ホ　事業開始時支援加算　                                            （１月につき　５００単位を加算）

注

又
は

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

×７０／１００

注

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

×７０／１００

過少サービ
スに対する減
算

×７０／１００×９０／１００

事業所と同一
の建物に居住
する登録定員
の80%以上の
者にサービス
を行う場合

１日につき
＋１２０単位

（２）認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）
１日につき
＋２５単位

ロ　短期利用共同生活
　介護費
　（１日につき）※

（１）短期利用共同生活介護費（Ⅰ）
１日につき
＋５０単位

1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

（２）短期利用共同生活介護費（Ⅱ）
１日につき
＋２５単位

イ　認知症対応型共同生活
　介護費
　（１日につき）

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

１日につき
＋５０単位

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００×８０／１００）

ト　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００×８０／１００）

チ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）

ホ　退居時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度））

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）
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６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

※　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

１月につき
＋８０単位

１日につき
＋１０単位

ロ　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）※２ ×７０／１００
１日につき
＋１０単位

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） ×７０／１００
１日につき
＋１２単位

基本部分
看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

個別機能訓練加
算

医療機関連携加
算

夜間看護体制加
算

注　看取り介護加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　1,280単位を加算）

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

ハ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　　＋所定単位×３０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　　＋所定単位×３０／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　　＋所定単位×３０／１０００×８０／１００）
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７　地域密着型介護福祉施設サービス
注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

日常生活継続支
援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置
加算

準ユニットケア
加算

専従の常勤
医師を配置し
ている場合

精神科医師に
よる療養指導
が月2回以上
行われている
場合

障害者生活支
援体制加算

要介護１ （ 577 単位）

要介護２ （ 647 単位）

要介護３ （ 719 単位）

要介護４ （ 789 単位）

要介護５ （ 858 単位）

要介護１ （ 630 単位）

要介護２ （ 699 単位）

要介護３ （ 770 単位）

要介護４ （ 839 単位）

要介護５ （ 907 単位）

要介護１ （ 623 単位）

要介護２ （ 691 単位）

要介護３ （ 762 単位）

要介護４ （ 831 単位）

要介護５ （ 898 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２ （ 804 単位）

要介護３ （ 875 単位）

要介護４ （ 941 単位）

要介護５ （ 1,007 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 853 単位）

要介護３ （ 924 単位）

要介護４ （ 989 単位）

要介護５ （ 1,054 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２ （ 845 単位）

要介護３ （ 914 単位）

要介護４ （ 979 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１
（ 738 単位）

要介護２・３
（ 844 単位）

要介護４・５
（ 973 単位）

要介護１
（ 789 単位）

要介護２・３
（ 894 単位）

要介護４・５
（ 1,021 単位）

要介護１
（ 780 単位）

要介護２・３
（ 885 単位）

要介護４・５
（ 1,011 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

×９７／１００

（一）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅰ）
　<従来型個室>

＋１２０単位 ＋２５単位 ＋５単位

＋４単位

×９７／１００ ×７０／１００

＋１３単位 ＋５単位

＋２３単位

＋８単位

＋４１単位

＋１２単位

×９７／１００ ＋４６単位

（１）　経過的地域
　密着型介護福祉
　施設サービス費
　（1日につき）

（１）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　（1日につき）
　<従来型個室>

イ　地域密着型
　介護福祉施設
　サービス費

ハ　経過的地域
　密着型介護
　福祉施設
　サービス費

（一）　ユニット旧措置入所者
　経過的地域密着型介護福祉
　施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

（１）　ユニット型地域密着型介護福祉施設
　　サービス費（Ⅰ）
　（1日につき）
　<ユニット型個室>

（一）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<従来型型個室>

（二）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前
　に整備）>

（２）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　（1日につき）
　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

ロ　ユニット型
　地域密着型
　介護福祉施設
　サービス費

（２）　ユニット型地域密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　（1日につき）
　<ユニット型準個室>

（2）　旧措置入所者
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（1日につき）

＋２６単位＋１２単位

ニ　ユニット型
　介護老人福祉
　施設における
　経過的地域
　密着型介護
　福祉施設
　サービス費

（三）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅲ）
　<多床室（平成24年4月1日後に新
設）>

（二）　ユニット型旧措置入所者
　経過的地域密着型介護福祉
　施設サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（３）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
　（1日につき）
　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

（１）　ユニット型
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（１日につき）

（一）　ユニット型経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

（二）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前
　に整備）>

（三）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅲ）
　<多床室（平成24年4月1日後に新
設）>

×７０／１００

＋２３単位

＋１８単位

＋５単位

（二）　ユニット型経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（２）　ユニット型
　旧措置入所者
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（１日につき）

注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

基本部分

若年性認知
症入所者受
入加算

注
個別機能訓
練加算
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注
　歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

ル　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

ヌ　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

ヨ　在宅復帰支援機能加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

タ　在宅・入所相互利用加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

レ　小規模拠点集合型施設加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２８０単位を加算）

ヲ　療養食加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ワ　看取り介護加算

（１）　死亡日以前４日以上３０日以下
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　８０単位を加算）

ネ　サービス提供体制強化加算 （１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ソ　認知症行動・心理症状緊急対応加算　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

ツ　認知症専門ケア加算 （１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

ヘ　退所時等相
談援助加算

（１）　退所前訪問相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（２）　退所後訪問相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（退所後1回を限度に、４６０単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

ト　栄養マネジメント加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

チ　経口移行加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

リ　経口維持加算（１日につき）

（４）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

ホ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用

ナ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２５／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２５／１０００×８０／１００）

注
所定単位は、イからネまでにより算定した単位数の合計
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８　複合型サービス

注 注 注

登録者数が登録定
員を超える場合 又

は

要介護１ （ １３，２５５ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護２ （ １８，１５０ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護３ （ ２５，１１１ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護４ （ ２８，３４７ 単位） ー１，８５０単位 ー６０単位

要介護５ （ ３１，９３４ 単位） ー２，９１４単位 ー９５単位

ハ　認知症加算

ト　特別管理加算

　：　事業所開始時支援加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ヘ　緊急時訪問看護加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　５４０単位を加算）

（１）　特別管理加算（Ⅰ）
　　　　　                   　　（１月につき　５００単位を加算）

（２）　特別管理加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　 　 （１月につき　２５０単位を加算）

イ　複合型サービス費
　　(1月につき）

×７０／１００

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

二　退院時共同指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　６００単位を加算）

ホ　事業開始時支援加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　５００単位を加算）

×７０／１００

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　            　　        （１月につき　８００単位を加算）

基本部分

注

過少サービスに対す
る減算

従業者の員数が基準
に満たない場合

末期の悪性腫瘍等に
より医療保険の訪問
看護が行われる場合
の減算
（１月につき）

×７０／１００

特別の指示により頻回
に医療保険の訪問看
護が行われる場合の
減算
（１日につき）

注
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

注
所定単位は、イからリまでにより算定した単位数の合計

ヌ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００×８０／１００）

チ　ターミナルケア加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２，０００単位を加算）

リ　サービス提供体制
　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

（2）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）
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Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

要支援１ （ 515 単位）

要支援２ （ 570 単位）

要支援１ （ 782 単位）

要支援２ （ 873 単位）

要支援１ （ 890 単位）

要支援２ （ 995 単位）

要支援１ （ 465 単位）

要支援２ （ 516 単位）

要支援１ （ 703 単位）

要支援２ （ 785 単位）

要支援１ （ 800 単位）

要支援２ （ 893 単位）

要支援１ （ 249 単位）

要支援２ （ 263 単位）

要支援１ （ 404 単位）

要支援２ （ 427 単位）

要支援１ （ 466 単位）

要支援２ （ 493 単位）

 

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ハ　サービス提供体
　制強化加算

＋２７単位

×63/１００

（一）
３時間以上
５時間未満

×７０/１００
（二）
５時間以上
７時間未満

（二）
５時間以上
７時間未満

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（三）
７時間以上
９時間未満

×７０/１００

（１）　３時間以上５時間未満

（２）　介護予防
　認知症対応型
　通所介護費（ⅱ）
　（旧併設型）

（１）　介護予防
　認知症対応型
　通所介護費（ⅰ）
　（旧単独型）

イ　介護予防認知症
　対応型通所
　介護費（Ⅰ）

（３）　７時間以上９時間未満

栄養改善加算

１月につき
　＋１５０単位

１日につき
　＋５０単位

×63/１００

×63/１００

個別機能訓練加
算

２時間以上３時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護を行う場合

７時間以上９時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護の前後に
日常生活上の世
話を行う場合

注

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

入浴介助を行った
場合

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に介
護予防認知症対
応型通所介護通
所介護を行う場合

１日につき
－94単位

１日につき
＋６０単位

若年性認知症利
用者受入加算

１月につき
　＋１５０単位

口腔機能向上加
算

（一）
３時間以上
５時間未満

基本部分

ロ　介護予防認知症
　対応型通所
  介護費（Ⅱ）

（三）
７時間以上
９時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

ニ　介護職員処遇
改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２９／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２９／１０００×８０／１００）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
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２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

要支援１ （ ４,４６９ 単位）

要支援２ （ ７,９９５ 単位）

　：　事業所開始時支援加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな

い場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加
算(Ⅰ)

夜間ケア加
算(Ⅱ)

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

（１）　介護予防認知症対応型共同生活介護費
（Ⅰ）

要支援２ （ ７９８ 単位）
１日につき
＋５０単位

（２）　介護予防認知症対応型共同生活介護費
（Ⅱ）

要支援２ （ ７８５ 単位）
１日につき
＋２５単位

（１）　介護予防短期利用共同生活介護費（Ⅰ） 要支援２ （ ８２８ 単位）
１日につき
＋５０単位

（２）介護予防短期利用共同生活介護費（Ⅱ） 要支援２ （ ８１５ 単位）
１日につき
＋２５単位

※　介護予防短期利用共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

基本部分

注注

ヘ　サービス提供体制強化加算

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

又
は

イ　介護予防認知症対応型共同
　生活介護費

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

ホ　認知症専門ケア加算 （１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

ロ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

過少サービ
スに対する
減算

×７０／１００

基本部分

×７０／１００

注

又
は

×７０／１００イ　介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき）

事業所と同一
の建物に居住
する登録定員
の80%以上の
者にサービスを
行う場合

×９０／１００

ハ　事業開始時支援加算                                                    （１月につき　５００単位を加算）

ニ　サービス提供体制強化加算

１日につき
＋１２０単位

ロ　介護予防短期利用共同生活
　介護費※

1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　退居時相談援助加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度）)

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

 ト　介護職員処遇改善加算

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００×９０／１００）

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００×８０／１００）

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

ホ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1月につき　　＋所定単位×４２／１０００）

注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
                    　　　 　（1月につき　　＋所定単位×４２／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　＋所定単位×４２／１０００×８０／１００）
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事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 24時間通報対応加算 １　対応不可　２　対応可

２　Ⅱ型 サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助体制 １　なし　２　あり

１　単独型 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

２　併設型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

３　グループホーム等活用型 栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

看護職員配置加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者 １　なし　２　あり

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

夜間ケア加算 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 看取り介護加算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型 医療連携体制 １　対応不可　２　対応可

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
８　５級地の２　４　６級地　９　６級地の２　５　その他

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

１　一体型

２　連携型

１　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

71 夜間対応型訪問介護

72 認知症対応型通所介護

73 小規模多機能型居宅介護
１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

32 認知症対応型共同生活介護
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 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者 １　なし　２　あり

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

夜間ケア加算 １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型 医療連携体制 １　対応不可　２　対応可

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　有料老人ホーム 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

２　軽費老人ホーム 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

５　サテライト型有料老人ホーム 夜間看護体制 １　対応不可　２　対応可

６　サテライト型軽費老人ホーム 看取り介護加算 １　なし　２　あり

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　有料老人ホーム 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

２　軽費老人ホーム 夜間看護体制 １　対応不可　２　対応可

５　サテライト型有料老人ホーム 介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

６　サテライト型軽費老人ホーム

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員　４　介護支援専門員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

日常生活継続支援加算 １　なし　２　あり

看護体制加算 １　なし　２　あり

夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

準ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

１　地域密着型介護福祉施設 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

２　サテライト介護福祉施設 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

常勤専従医師配置 １　なし　２　あり

精神科医師定期的療養指導 １　なし　２　あり

障害者生活支援体制 １　なし　２　あり

栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

療養食加算 １　なし　２　あり

看取り介護体制 １　なし　２　あり

在宅・入所相互利用体制 １　対応不可　２　対応可

小規模拠点集合体制 １　なし　２　あり

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

38
認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

36
地域密着型特定施設
入居者生活介護

28
地域密着型特定施設
入居者生活介護
(短期利用型）

54
地域密着型
介護老人福祉施設

１　経過的
　　施設以外３　ユニット型地域密着型

　　介護福祉施設 ２　経過的
　　施設４　ユニット型サテライト型

　　地域密着型介護福祉施設

77 複合型サービス

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ
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職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

１　単独型 入浴介助体制 １　なし　２　あり

２　併設型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

３　グループホーム等活用型 栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者 １　なし　２　あり

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

夜間ケア加算 １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型 認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者 １　なし　２　あり

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

１　Ⅰ型 夜間ケア加算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

74
介護予防認知症対応型
通所介護

１　なし　２　あり

37
介護予防認知症対応型
共同生活介護

　

１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

75
介護予防小規模多機能型

居宅介護

39
介護予防認知症対応型
共同生活介護（短期利用
型）
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